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 令和２年第４回西予市決算審査特別委員会会議録 

１．開催日時 令和２年１０月１日 

１．開催場所 西予市議会全員協議会室 

１．開  会 令和２年１０月１日 

       午後 １時３２分 

１．閉  会 令和２年１０月１日 

       午後 ２時３４分 

１．出 席 委 員        

   委員長  山本 英明 

   副委員長 源  正樹 

   委員   和気 数男 

   委員   宇都宮久見子 

   委員   信宮 徹也 

   委員   宇都宮俊文 

   委員   加藤 美香 

   委員   河野 清一 

   委員   佐藤 恒夫 

委員   竹﨑 幸仁 

委員   小玉 忠重 

委員   井関 陽一 

委員   中村 敬治 

委員   二宮 一朗 

委員   兵頭  学 

   委員   森川 一義 

１．欠 席 委 員 

   な し 

１．出席議会事務局職員 

   次長   大内 俊二 

   係長   三好 祐介 

   書記   日野 あかり 

１．会議に付した事件   

１）各分科会からの審査報告 

２）市への提言について 

３）その他 

 

        １．会 議 の 経 過  別紙のとおり      
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  開会 午後１時32分 

○源副委員長 

開会宣告を行うとともに、委員長に挨拶を促

す。 

○山本委員長 

挨拶を行う。 

○源副委員長 

以降の進行を委員長に委ねる。 

○山本委員長 

これより本日の会議を開きたいと思います。 

まず、各分科会からの審査報告につきまして議

題としたいと思います。 

９月23日から25日に各分科会におきまして決算

審査を行いました。昨日各分科会における審査報

告につきまして、サイドブックスに配信し、皆様

方にはお目通しをいただいていると思っておりま

す。 

これから各分科会長に審査報告を行っていただ

きますが、報告につきましては、配信しておりま

す報告を全てではなく抜粋する方法とさせていた

だきたいと思いますがそれでよろしいでしょう

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

それでは、抜粋しての報告という形をとらせて

いただきます。 

まず、総務分科会から報告をお願いいたしま

す。 

兵頭総務分科会長よろしくお願いします。 

○兵頭総務分科会長 

総務分科会の審査報告をさせていただきます。 

認定２件について分科会を開催し、審査を行い

ました。その結果と経過を報告いたします。 

認定２件については、全会一致で原案認定いた

しました。 

これより審査の過程において委員より出されま

した質疑並びに部課長の答弁を抜粋して報告いた

します。 

認定第１号「令和元年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」総務課所管分の野村支所

庁舎建設事業では、支所建設の設計見直しについ

て質疑があり、市のハザードマップにおいて、野

村公会堂付近で約2.5メーターの浸水深となって

おり、浸水に耐えられ１階部分を駐車場にして活

用できる高さ3.5メートルに設計変更したとの答

弁でありました。 

危機管理課所管分の自主防災組織活動育成補助

金事業では、地区防災計画の策定について質疑が

あり、令和元年度、三瓶の垣生地区、二及地区、

長早地区において策定が完了し、明浜の俵津地

区、宮野浦地区においても策定に取り組んでいる

が、新型コロナウイルスの関係もあり地区住民へ

の周知には至っていない。未策定の組織からは策

定に向けた動きはないが、策定に向けての啓発や

支援等に取り組んでいきたいとの答弁でありまし

た。 

まちづくり推進課所管分のバス路線維持対策事

業では、デマンド乗合タクシーや生活交通バスな

ども含めた地域公共交通の総合的な見直しについ

て質疑があり、愛媛県が策定する南予地域公共交

通再編実施計画の事業について、愛媛県地域公共

交通網再編協議会で協議しながら、南予地域の公

共交通網の再編に関して計画的に進めているとの

答弁でありました。 

卯之町はちのじまちづくり推進事業では、西予

まちづくりサービスとの契約締結後、工事概要や

駅前の通行制限など市のホームページにはちのじ

事業が掲載されなくなったとの質疑に対し、契約

締結後、西予まちづくりサービスが中心に情報発

信を進めてきたが、西予市からの情報発信につい

ては協議し、検討を行いたいとの答弁がありまし

た。 

移住交流促進事業では、移住者から、農作業を

したくても農業経験がない場合、畑を買うことが

できずに困っていると聞くが農業委員会との連携

した対策は講じていないのかとの質疑があり、移

住者の中には、農地の購入を希望される方もおら

れるため、農業委員会と協議を行い、空家登録と

合わせて、それに付随する農地の記載をしていた

だく必要もあるなど様々な制約もあり、今後担当

課と連携を図りながら、希望に応えられるよう努

めていきたいとの答弁でありました。 

政策推進課所管分のふるさとＣＭ大賞事業で

は、応募者数について質疑があり、令和元年度は

応募団体が１団体と少なかった。各学校や保育

園、地域づくり団体などに紹介はしているが、引

き続き積極的な呼びかけを行うとの答弁でありま

した。 
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また、委員からは、テレビを通じて西予市をＰ

Ｒしてもらうことができるチャンスであり、報償

費を増額するなど応募者が増えるような取り組み

を検討するよう意見がありました。 

消防総務課所管分の消防団管理運営事業では、

機能別消防団員の枠を増やす考えはとの質疑があ

り、機能別消防団員は、基本的に災害時の出動の

みで、点検業務や各種行事には出動しないという

ことが条件となっており、機能別消防団員の枠を

増やすことで基本団員の負担が大きくなるため制

限をしているとの答弁でありました。 

スポーツ・文化課所管分の全国かまぼこ板の絵

展覧会事業では、応募数が減少している状況につ

いて質疑があり、平成14年度に1万5000点を超え

る応募があったが、令和元年度は8,201点とピー

ク時の半数近くまで減少している。常連応募者の

高齢化や事業のマンネリ化など様々な要因を分析

しながら新たな取り組みを検討している。西予市

独自の文化ということを市民に共有していただ

き、一緒に盛り上がるような事業展開を図ってい

きたいとの答弁でありました。 

また、委員からは、応募を有償化するなど変革

を行い、魅力ある事業を期待するとの意見があり

ました。 

以上、総務分科会審査報告といたします。 

令和２年10月１日、西予市決算審査特別委員会

総務分科会 分科会長兵頭学。 

○山本委員長 

ありがとうございました。 

それでは続きまして、二宮厚生分科会長よろし

くお願いします。 

○二宮厚生分科会長 

厚生分科会の審査報告をさせていただきます。 

認定７件について、９月25日に分科会を開催し

審査を行いましたので、その経過と結果について

ご報告を申し上げます。 

認定７件については、全会一致で原案認定いた

しました。 

これより審査の過程において委員より出された

質疑並びに部課長の答弁を抜粋してご報告申し上

げます。 

認定第１号「令和元年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」令和元年度の歳入は、改

良住宅使用料や火葬場使用料、保育所保護者負担

金、生活保護返還金など、一部歳入に未済額、不

納欠損額が生じているが、滞納者へ督促状の送付

や戸別訪問などを行い、未済額を減らすよう努め

たとの説明がありました。 

市民課所管分のマイナンバーカード交付事業で

は、窓口に来られた方に対して、国からの支援策

であるマイナポイントなどの説明は行っているの

かとの質疑があり、現在のところ、マイナンバー

カードの交付窓口においては、説明及び登録支援

を行っていることから、その他の窓口においては

特に行っていない状況であるが、マイナポイント

の関係で多くの方が日々申請に来ている状況であ

るため、今後、その他の窓口においても周知した

いと考えているとの答弁がありました。 

環境衛生課所管分の可燃ごみ処理委託事業で

は、１人当たりの可燃ごみの量について質疑があ

り、平成30年度の一般廃棄物処理実態調査結果で

は、県下で１番排出量が少ない自治体が東温市

で、西予市は市の中で２番目に少ない量という結

果が出ているとの答弁でありました。 

また関連質疑として、八幡浜市の焼却場の年数

もかなり経過しているが、広域化を含めた今後の

方向性はとの質疑があり、国や県はごみ処理のさ

らなる広域化を推進しており、愛媛県においても

県が中心となり、県内市町を５ブロックに分け

て、ブロック別に広域化を推進しているところで

ある。西予市、大洲市、八幡浜市、内子町、伊方

町の３市２町を八幡浜ブロックとして、約10年後

の広域化計画を検討していく予定となっており、

第１回目の検討会議が開催されたところであると

の答弁でありました。 

健康づくり推進課所管分の予防接種事業では、

予防接種率向上のための周知方法について質疑が

あり、市ホームページや広報、チラシによる周知

を行っているが、新型コロナウイルス感染症の影

響からか肺炎球菌予防接種率も少し上がってい

る。接種率の向上を後押しするような周知方法を

考えていきたいとの答弁でありました。 

がん検診等事業では、がん検診受診率の他市の

状況について質疑があり、西予市の11.3％に対

し、八幡浜市7.3％、宇和島市7.9％、大洲市

8.1％となっている。また、精密検査受診率につ

いては、西予市の85.2％に対し、八幡浜市77％、

宇和島市89.9％、大洲市94.5％となっているとの

答弁でありました。 
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また、がん検診によりがんが見つかった人はど

の程度いるのかとの質疑があり、令和元年度のが

ん検診においては、14人の方が胃がんや肺がんな

どのがんが発見されているとの答弁でありまし

た。 

特定不妊治療助成事業では、治療期間や出産人

数について質疑があり、令和元年度に申請された

方は全て県内で不妊治療を受けられ、その内９人

が出産につながっている。県外の医療機関でも、

それぞれ指定医療機関として認められていれば助

成の対象となるとの答弁でありました。 

温泉巡回バス事業では、昨年議会から提言を行

った民間移譲後の温泉巡回バスの運用について質

疑があり、様々な検討を行った結果、温泉施設の

民間譲渡後も引き続き当事業を継続することとな

ったとの答弁でありました。 

また委員からは、バスが老朽化し補修費が高く

なっているという説明もあったが、必要な事業で

あるため、車両の小型化を図るなどして、事業が

継続できるような効率化に向けた検討を行うよう

意見がありました。 

福祉課所管分の障害者総合支援給付事業では、

サービス利用料の請求のチェック機能について質

疑があり、県が定期的に監査を行っており、市の

事業所に立ち入る際に同行することもある。県か

ら市も独自で監査などを行うよう指導はあるが、

現状そこまで行き着いていないとの答弁でありま

した。 

地域生活支援事業では、成年後見人制度の利用

状況について質疑があり、令和元年度に１件の利

用があったとの答弁でありました。 

生活保護扶助事業では、保護相談件数について

質疑があり、令和元年度の生活保護相談件数が

68件、申請件数が30件、保護開始決定件数は24件

であるとの答弁でありました。 

また保護率について質疑があり、西予市の保護

率は令和２年８月末時点で7.92‰となっており、

八幡浜市では10.55‰、大洲市では9.32‰と近隣

と比較して低い数字となっているとの答弁であり

ました。 

せいよチャレンジ・スペース整備事業では、災

害時の防災拠点としての防災訓練について質疑が

あり、なごみかんは、災害時の三瓶地区の防災拠

点として機能させる設定としている。現在のとこ

ろ対策本部設置を想定した訓練は行えていない

が、今後施設管理者と調整を図り訓練を実施した

いとの答弁でありました。 

医療対策室所管分の巡回診療車運営事業では、

事業開始２年目となり、令和元年度は初めて１年

間を通した運営となった。惣川・遊子川地区とも

概ね計画どおりの実績で推移しているとの説明が

ありました。 

委員からは、高齢化の中で、地域公共交通機関

が不便な地域もあるため、巡回エリアの拡大など

巡回診療車の有効活用を検討する考えはとの質疑

に対し、災害時の活用については導入時の計画に

もあり、平成30年７月豪雨災害時には一部活用し

たが、エリアを広げるためには様々な問題がある

ため、要望があれば今後検討していく考えである

との答弁でありました。 

認定第２号「令和元年度西予市住宅新築資金等

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

では、滞納額の償還見込みについて質疑があり、

これまで督促状の送付などを行っていたが効果が

薄かった。令和２年度から全ての債務者を訪問し

実態調査を行い、返済相談により債務者それぞれ

の事情に合わせて返済を促し成果も出てきてい

る。住宅に居住実態がなく、行方不明や本人及び

相続人、保証人が死亡している事例も見受けら

れ、徴収困難な案件については、債務管理条例の

制定や債権放棄、不納欠損なども視野に入れ、今

後の方向性の目処をつけたいと考えているとの答

弁でありました。 

認定第４号「令和元年度西予市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定について」では、ジェ

ネリック医薬品の使用もかなり進んでいると感じ

るが向上余地はあるのかとの質疑があり、平成

30年度の実績は72.7％、直近が74.8％と約２％増

えている状況であるとの答弁でありました。 

認定第11号「令和元年度西予市病院事業会計決

算の認定について」は、西予市民病院事務局と野

村病院事務局からそれぞれ説明がありました。 

委員からは、奨学金貸付人数について質疑があ

り、これまでの実績は６名で、現在の貸与者は４

名である。卒業した２人はそれぞれ野村病院で勤

務しているとの答弁でありました。 

認定第12号「令和元年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計決算の認定について」では、ベッ

ド稼働率81.1％について質疑があり、100床に対

して81.1％の稼働率という実績となったが、相談
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員を１名増員して３名とした８月以降は85％を上

回り、今後もさらに稼働率を伸ばしていくよう努

めているところであるとの答弁でありました。 

以上、厚生分科会審査報告といたします。 

令和２年10月１日、西予市決算特別委員会厚生

分科会長二宮一朗。 

○山本委員長 

ありがとうございました。 

それでは続きまして、井関産業建設分科会長よ

り説明をお願いします。 

○井関産業建設分科会長 

産業建設分科会審査報告をいたします。 

９月23日に認定第１号から認定７号、８号、９

号、10号について審査し、いずれも全会一致にて

認定と決しました。 

以下、内容は報告書のとおりですが、さらに抜

粋して報告をさせていただきます。 

認定第１号「令和元年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」経済振興課所管分では、

市内観光ＰＲ事業で、海外向けのＰＲについて質

疑があり、韓国人ブロガー３人を招聘し、苔筵や

町並みの情報を発信、松山市の有名なユーチュー

バーがシルク博物館、どんぶり館、米博物館など

の情報発信を行ったとの説明があり、外国人観光

客向けの内容が英語とはいえ、一般の人でも見れ

るように対応してほしいとの意見がありました。 

農業水産課所管分の養蚕振興対策事業では、生

産者について質疑があり、平成29年８戸、平成

30年７戸、令和元年５戸、今年三瓶で１名始めら

れたので令和２年は６戸になっているそうです。 

また、宇和町の生産者が大日本蚕糸会の補助を

受けて、シルク博物館の手前に、先日から事業を

開始されたとの説明がありました。 

新規就農者が離農しないように技術のバックア

ップや経営支援を行うようにとの意見がありまし

た。 

林業課所管分の有害鳥獣捕獲対策事業では、農

林作物被害が拡大している状況での今後の取り組

みについての質疑があり、平成30年７月豪雨前の

平成29年度においては、イノシシの捕獲数は

2,352頭であったが、平成30年度、令和元年度は

1,700頭程度で推移しており、捕獲隊と連携して

捕獲圧を上げて駆除に努めるとの説明がありまし

た。 

市産材木造住宅建設推進事業では、利用率につ

いて質疑があり、助成率アップなど市産材を利用

するメリットを見出し、広報して利用率が上がる

ように検討したいとの答弁がありました。 

建設課所管分の木造住宅耐震化促進事業では、

耐震状況について質疑があり、平成30年住宅土地

統計調査の実績では、旧耐震基準が6,000戸近く

あり、38.7％で県平均を上回っており、耐震診断

業者については、市内に愛媛県木造住宅耐震診断

登録事務所が14件、耐震施工業者が９件登録され

ているとの答弁がありました。 

認定第７号「令和元年度西予市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定について」では、

農業集落排水処理施設は、宇和地区の永長、神野

久、田之筋、中川、石城、多田、明間、野村地区

の長谷、岡成、阿下の10処理区が稼働しており、

令和元年度は、光熱水費や修繕料、機械・機器保

守点検委託料など、主に施設維持管理費用を執行

したとの説明があり、建て替えや今後の計画につ

いて質疑があり、新しいものでも10年が経過して

おり、機器類の修繕や更新が必要であり、永長、

神野久についてはできるだけ早い時期に公共下水

道に接続し、統合したいと考えているとの答弁が

ありました。 

認定第８号「令和元年度西予市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」では、平

成28年度末に、宇和処理区の事業の拡張認可を受

け、令和元年度は主に宇和処理区及び野村処理区

の維持管理費用、宇和処理区の卯之町四丁目を中

心に管路整備工事費用を執行したとの説明があり

ました。 

認定第９号「令和元年度西予市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について」では、合計

102施設を管理運営しており、令和元年度末の給

水人口は前年度から70人減少し6,576人となって

おり、令和２年度に簡易水道事業特別会計が簡易

水道事業会計に移行するのに伴い、簡易水道事業

分の歳入歳出差引残額を繰出金として計上してい

たが、繰り出しすることなく簡易水道事業会計に

引き継いだため、多額の不用額が発生したとの説

明がありました。 

認定第10号「令和元年度西予市水道事業会計決

算の認定について」では、給水収益が、少子高齢

化による給水人口の減少と節水型生活環境への移
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行により、前年度比0.6％、326万4974円の減収に

なったとの説明がありました。 

以上、産業建設分科会審査報告といたします。 

令和２年10月１日、産業建設分科会長井関陽

一。 

○山本委員長 

３名の分科会長の方大変ありがとうございまし

た。 

これより各分科会の審査報告について質疑を行

いたいと思います。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時59分） 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時01分） 

この３つの分科会の報告につきまして質疑はご

ざいませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

以上でこの３つの分科会の分科会長報告につい

ての質疑を終結といたします。 

これより認定第１号から認定第12号までにつき

まして採決を行いたいと思います。 

まず、認定第１号について採決を行います。 

お諮りをいたします。 

認定第１号「令和元年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」認定することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員でございます。当委員会といたしまし

ては、認定第１号について原案どおり認定するこ

とに決しました。 

続いて、認定第２号「令和元年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」認定することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員でありましたので、認定第２号につき

ましても当委員会では原案どおり認定することに

決しました。 

続きまして、認定第３号「令和元年度西予市育

英会奨学資金貸付特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」認定することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員でしたので、当委員会としては原案ど

おり第３号を認定することに決しました。 

続きまして、第４号に移りたいと思います。 

認定第４号「令和元年度西予市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定について」認定するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としては原案

のとおり認定することに決しました。 

続きまして、認定第５号「令和元年度西予市後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」認定に賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会といたしまし

ては原案どおり認定することに決しました。 

続きまして、認定第６号「令和元年度西予市介

護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」認

定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員でありましたので、当委員会としては

原案どおり認定することに決しました。 

次に、認定第７号「令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

認定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員でありましたので、当委員会といたし

ましては原案どおり認定することに決しました。 

続いて、認定第８号「令和元年度西予市公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

認定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会といたしまし

ては原案どおり認定することに決しました。 

続きまして、認定第９号「令和元年度西予市簡

易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」認定することに賛成の委員の挙手を求めま

す。 

（賛成者挙手） 

○山本委員長 
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挙手全員によりまして、当委員会といたしまし

ては原案どおり認定することに決しました。 

続きまして、認定第10号「令和元年度西予市水

道事業会計決算の認定について」認定することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会といたしまし

ては原案どおり認定することに決しました。 

続きまして、認定第11号「令和元年度西予市病

院事業会計決算の認定について」認定することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会といたしまし

ては原案どおり認定することに決しました。 

最後、認定第12号「令和元年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計決算の認定について」認定

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会といたしまし

ては原案どおり認定することに決しました。 

審査報告につきましては、先般８月31日に開催

いたしました決算審査特別委員会におきまして、

正副委員長及び事務局で作成することで皆様方か

らご承認をいただいております。 

先ほどご報告いただきました各分科会からの報

告書をもとに正副委員長及び事務局で作成をさせ

ていただきたいと思います。作成出来ましたら、

先日の資料のようにサイドブックスに格納いたし

ますので、また後日各委員の皆様確認をしていた

だいたらと思っております。よろしくお願いしま

す。 

次に、市への提言についてを議題といたしたい

と思います。 

３つの分科会で上がりました提言につきまし

て、昨日サイドブックスに配信をしました。各分

科会長から各分科会で上がった提言についてご報

告をいただき、その後、分科会ごとにご意見を伺

う形をとらせていただいたらと思います。今度は

分科会ごとにご意見を聞かせていただいたらと思

っております。 

最初に兵頭総務分科会長より提言につきまして

の報告をいただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○兵頭総務分科会長 

総務分科会の提言を申し上げます。 

資料をご覧いただきながら説明させていただき

ます。 

総務分科会では、５課７項目について提言が出

されました。 

まず、まちづくり推進課では、ジオパーク推進

事業、令和３年度の再認定審査において、条件付

の認定とならないよう平成29年度の再認定審査時

に指摘された事項や課題などの対応に取り組むこ

とを提言します。 

次に、バス路線維持対策事業ですが、公共交通

について、西予市だけで見直しを進めるのではな

く、南予一帯を取り込み、総合的に見直すよう関

係機関と連携、協議を進めること。 

次に、移住交流促進事業、移住者から空家は購

入できても農業経験がないため、農地を購入でき

ないという声を聞く。移住・定住施策について、

各課の連携を図り、移住者の希望に沿えるように

取り組みを検討すること。 

政策推進課では、ふるさとＣＭ大賞事業、市民

が作成するＣＭを通じて、西予市の魅力を伝える

ことができるため、報償費の増額や支援方法の見

直しなど応募団体の拡大に努めること。 

教育総務課では、小学生夢チャレンジサポート

事業、市内の小学校全てが参加できるようなサポ

ート体制を構築すること。 

学校教育課では、せいよ西学校給食センター運

営事業、せいよ東学校給食センター運営事業、三

瓶学校給食センター運営事業の３事業ですが、地

場産業の使用割合が10％から20％とまだまだ活用

が少ない状況である。関係機関や生産者などと協

力し、地産地消のさらなる推進に努めること。 

スポーツ・文化課では、全国かまぼこ板の絵展

覧会事業、事業が恒常化しており、年々応募作品

が減少している状況である。参加料の設定やＰＲ

の在り方など、新しい発想で企業内を見直しする

こと。 

以上で、総務分科会の提言を終わります。 

○山本委員長 

ありがとうございました。 
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ただいまお聞きになられたように、総務分科会

からは７項目の提言が出されております。 

これにつきまして、何かご意見がございました

ら委員の皆様お伺いしたいと思います。 

何かご意見はございますか。 

○中村委員 

ジオパーク推進事業と次のバス路線維持対策事

業についての表現の仕方なんですが、私、総務常

任委員会じゃないんでお尋ねするわけですけれど

も、このジオパーク推進事業ということでいきま

すと、再認定審査時に指摘された事項の課題など

の対応に取り組むことということで、これは当然

当たり前のことで、既に取り組んできておるんじ

ゃないかと思うので、議会から言うのであればも

っと踏み込んで具体的なことを提言しないと。指

摘されたもの、これでは今まで取り組んでないよ

うに見えるわけですけれども、その辺の実態はど

うなのか。 

本当に取り組んでないのであれば、取り組むこ

とということは非常に真っ当な話なんですけれど

も、平成29年の再認定のときに指摘されておりな

がら漫然と今まで放置しておったとは思えないわ

けですけれども、その辺、具体的にもうちょっと

踏み込んで、できてないところがあるとすればそ

れを指摘するのがいいんじゃないかと思っており

ます。まずは、ジオパークについて感じたことを

述べてみました。 

○兵頭総務分科会長 

平成29年度の再認定の段階で指摘された事項、

私も正直言ったらもうほとんど忘れております。

今までのジオパーク推進事業の説明を聞いた中

で、やられとることは間違いないんですけど、た

だ一般の人が本当にわかっとるんかということが

一番一般の市民の方が理解されてそうなっとるん

かいうのが、平成29年度にもそういう指摘があっ

たと思います。 

現段階で、それが出来てるんかいうたら私は出

来てないと思うんでそういう表現にさしてもらい

ました。これが、行政はやっておりますと言うか

もしれませんが、一般の方から見たら、えっジオ

という感じの方が多いんじゃないろうかと思って

こういう表現にしましたんで、そこら辺また皆さ

んで協議願ったらと思います。 

○山本委員長 

平成29年に指摘されたことの現状が全市民にと

って、今のような発表いただいたような意見だろ

うということでまとめていただきました。 

中村委員今のようなことでよろしいでしょうか

ね。再確認ということで、この表現にもう１回確

認を重ねたということです。 

○中村委員 

ですから、今話を聞いておりますと、行政側と

議会側の認識にずれがあるということのようです

から、あるとすればそこのところをはっきりと文

字で指摘するというのが提言じゃないかと思いま

す。 

何かこれでは焦点がぼやけて、なかなか提言と

はいっても具体性に欠けるんじゃないかなという

気がしておりますので、もうちょっと踏み込んで

わかりやすく提言するほうがいいのかなと思って

おります。 

○山本委員長 

もうちょっと具体的にということですが。 

○小玉委員 

ジオパークでは、地域住民を巻き込んで、ジオ

を推進しなさいという指摘があったんですが、こ

れについて出来てないんじゃないかという委員会

の意見がありましたので、こういう表現にいたし

ました。 

○山本委員長 

議員、行政、全ての市民を巻き込んだ対応をジ

オパークではしていかなくちゃならないというこ

とで、ちょっとぼやけとると言われるような感も

あるかもしれませんけど、もう１回市民全体で再

確認をしようというふうなことでこのような表現

にしたということです。 

○山本委員長 

それでは他にご質疑ございませんでしょうか。 

○中村委員 

ジオパークの点については、皆さんこれでいい

ということであれば別に私１人がどうこういうこ

とではないんで、これはこれでいいんかなあとい

う気もしますので、それはいいと思いますが、次

のバス路線維持対策事業についてでございます

が、南予一帯を取り込み、総合的に見直すよう関

係機関と連携、協議を進めることということでご

ざいますが、今日の愛媛新聞にも昨日の県議会の

ことだったと思いますけども、こういうバス路線

のことについて県が中心となって、南予も積極的
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に維持できるように努めていくというようなこと

が質疑の中で交わされておりますけれども、西予

市のバス路線というのも、当然大洲市とか、宇和

島市方面とこれ間に挟まれておりますので、当然

今まで関係機関と協議しながら進めておられると

思います。 

そういうことで連携し協議を進めることとは書

いてありますけれども、もう少しこれも今までの

ことがちょっと私もわからないんですけれども、

もうちょっと踏み込んで、強く言う必要があるん

かなという気がしております。 

○兵頭総務分科会長 

このバス路線は、行政に聞きますと、名前はつ

いとるけど実際はまだ動いてないというのが現状

みたいで、今日も先ほど中村委員が言われたよう

に愛媛新聞にも出ておりましたんで、恐らく何ら

かのこれから動きがあるんじゃないかと思いま

す。そういったことでこのぐらいの表現でいいの

ではないかと思います。 

○山本委員長 

ありがとうございました。 

まだ、実際には余り動けてないようなことが実

情ということですので、連携をして協議を進め

て、南予一体で取り組んでいこうというような表

現でいかれるということです。 

他に質疑はございませんでしょうか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

ご意見も他にないようですので総務分科会につ

きましては終了とさせていただきます。 

続きまして、厚生分科会の提言につきまして二

宮厚生分科会長よりご説明をよろしくお願いしま

す。 

○二宮厚生分科会長 

それでは厚生分科会で上がった提言についてご

説明をさせていただきます。 

資料をご覧ください。 

厚生分科会では６課10項目について提言が出さ

れました。 

市民課におきましては、マイナンバーカード交

付事業、来年３月から健康保険証との連携が開始

される見込みでもあるため、もともとマイナンバ

ーカード日本一を目指した西予市としては、マイ

ナンバーカードの申請増加に向けた新たな目標を

設定し、推進を図ること。 

また、縦割り行政とならないよう、各関係課と

の連絡体制を密にし、マイナンバーカードの有効

活用に向けた調査研究に努めること。 

国民健康保険特別会計においては、令和元年度

のジェネリック医薬品の使用率は74.8％と年々増

加をしている。さらなる使用率の増加を目指し、

被保険者に対し、ジェネリック医薬品の使用を引

き続き推奨・啓発すること。 

人権啓発課におきましては、住宅新築資金等貸

付特別会計、貸付けが終了してから20年以上が経

過をしているが未だに住宅新築資金等の未償還金

が発生している状況である。債権管理条例の制定

や財産の差押えなど、今まで以上に一歩踏み込ん

だ施策を進めること。 

環境衛生課においては、可燃ごみ処理委託事業

において、ごみ焼却施設において、将来のさらな

る広域化を見据え、調査研究を行い、関係機関と

協議を進めること。 

健康づくり推進課においては、温泉巡回バス事

業ですけれども、現在使用しているバスも老朽化

が進んでいる状態であるため、車両の小型化を図

るなど、当事業が継続できるよう効率化に向けた

事業の見直しを行うこと。 

予防接種事業においては、Ｂ類の肺炎球菌につ

いては特に接種率が低いため、対象者が接種しや

すい対策を検討し、接種率向上に努めること。 

がん検診等事業においては、令和元年度はがん

検診受診により胃がんや肺がんなど14名の方のが

んを発見するなど有効な手段であるため、市民に

対しさらなる啓発活動を行い、受診率を向上させ

るよう努めること。 

福祉課においては、障害者総合支援給付事業に

おいて、請求内容のチェック機能について、施設

の立入調査を行うなど、市独自のチェック体制の

確立に向けた検討を行うこと。 

せいよチャレンジ・スペース整備事業では、誰

もがチャレンジでき、活躍できる仕事の創出、地

域観光、農林水産業の活性、地域福祉や障がい者

福祉支援など、各種施策の強化を図るなど、施設

建設当時の目的を達成し、市民が利用しやすい施

設になるよう、指定管理者任せの運営にせず、引

き続きかかわりを持つこと。 

最後ですけれども、医療対策室においては、巡

回診療車運営事業で、現在無医地区である遊子

川・惣川の２地区で運営をしているが、市内には
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公共交通機関が不十分な地域がたくさん存在して

いる。住民に対しニーズ調査を行い、住民のニー

ズに合った運営を行えるよう活用方法の検討に努

めること。以上でございます。 

○山本委員長 

ありがとうございました。 

厚生分科会では、６課10項目の提言についての

報告がありました。 

厚生分科会の提言についてのご質疑ございませ

んでしょうか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

ご意見もないようですので厚生分科会につきま

しては質疑を終了とさせていただきます。 

続きまして、産業建設分科会の提言について井

関分科会長よりご報告をお願いします。 

○井関産業建設分科会長 

それでは提言について説明をさせていただきま

す。 

産業建設分科会では４課６項目について提言が

なされました。 

経済振興課では、市観光ＰＲ事業におきまし

て、新型コロナウイルスの影響により、インバウ

ンドや都市部からの観光が難しい状況となってい

ることから、近隣地への観光誘致対策を検討し、

観光ＰＲに努めること。 

また、観光ＰＲ活動の宣伝効果の検証を行い、

一過性とならない施策を実行すること。特に、ユ

ーチューバー等を利用した場合などは、動画チェ

ックを行い検索可能となるように、ホームページ

に関連性を持たすこと。 

農業水産課では、養蚕振興対策事業につきまし

て、地理的表示（ＧＩ）産品の伊予生糸を次の式

年遷宮でもご料糸とできるように基盤強化を行う

こと。 

また、新規就農者が離農しないように、特に城

川で１名新規就農者が離農されたこともあります

ので、離農しないように技術のバックアップや経

営支援を行うこと。 

林業課では、有害鳥獣捕獲対策事業におきまし

て、有害鳥獣は年々増加し、農林作物に大きな影

響を与えている。捕獲隊と協力し、さらなる捕獲

圧を高め、有害鳥獣被害防止に努めること。 

また、免許取得費用や免許の維持費等の補助を

拡充し、若い捕獲隊を育成すること。 

市産材木造住宅建設促進事業では、当事業の利

用率を高めるため、森林環境譲与税を利用し、助

成単価の増額や建築業者向けＰＲをこれまで以上

に行い、西予市産材の利用促進を進めること。 

建設課では、木造住宅耐震化促進事業では、南

海トラフ巨大地震等を考慮し、被害が軽減できる

ように耐震診断を呼びかけ、改修を進めるように

さらなる事業の拡充を求める。 

危険空家除却事業では、空家の除却について

は、地震災害軽減のために喫緊の課題である。県

に対し、事業の補助予算枠、現在35戸となってい

ますが、このさらなる拡大を働きかけること。 

以上を提言といたします。 

○山本委員長 

ありがとうございました。 

産業建設分科会では、４課６項目についての提

言が報告なされました。 

この６項目の提言につきまして何かご意見等ご

ざいましたらお願いいたします。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

ご意見もございませんようですので以上で産業

建設分科会についての提言の質疑を終了とさせて

いただきます。 

それでは、今まで出ました提言以外で、全体を

通しまして何か質疑はございますでしょうか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

他にはご質疑がないようですので、ただいまい

ただきました提言をもとに提言書を作成して、市

に委員会としての提言書を提出したいというふう

に思っております。 

次に、提言書の作成方法についてお伺いをした

いと思います。 

提言書を今からつくるわけですけども、この提

言書をどのような方法で作成したらよろしいと思

われますでしょうか。ご意見がありましたらお願

いをいたします。 

○議会事務局 三好 

前年度は委員長、副委員長、各分科会長で残っ

ていただいて話をさせていただいております。 

○山本委員長 

井関委員何かありますか、言うてください。 

○井関委員 
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もう提言書できてますので、委員長、副委員長

に任せます。 

○山本委員長 

こういうご意見をいただきました。 

委員長、副委員長、事務局３名でまとめさせて

いただいて提出させていただくということでよろ

しいですか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

そしたら委員長、副委員長、事務局の３名でま

とめて提出をさせていただくこととさせていただ

きます。 

先ほど総務部長の訂正もありましたけども、私

も委員会の中でちょっと訂正箇所が多いのでとい

うようなことで苦言を呈させていただいたんです

が、私も立場上３つとも出させていただいたの

で、他市の状況はどうなっておりますかというよ

うな質問を委員の方が出されて、西予市以外の状

況、こんな質問は多分出るんじゃないかなと思っ

て私も座っておったんですけども、そのような質

問を出されたときに、係の方が、いやちょっと資

料を持っておりませんとかいう答弁もあったりし

ましたので、他市の状況とか資料ぐらいは持って

きてもらうようなことも入れさせてもらっていい

でしょうかね。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

そのようなことも含めながら、３名でつくらさ

せていただきたいと思います。 

それでは、全体通じまして何かご意見ございま

したらお願いします。 

○二宮委員 

日程なんですけども、今回３分科会が３連チャ

ンで続いとったんですけども、私も昨年は全分科

会に参加させてもらったんやけど、今回ちょっと

よう参加せんかったんですが、１日置きにすると

か日程考えてもろたらもうちょっと参加しやすい

かなと思うんで、来年度に引き継いどってもろた

らと思いますが。 

○山本委員長 

わかりました。 

日程をできるだけ参加しやすいように、１日置

きとか、体調を整えて参加できるような形に申し

送りをしたいと思います。 

他にご意見ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

ご意見ないようですので、本日の決算審査特別

委員会はこれにて終了といたします。 

 

 

閉会 午後２時34分 
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